
○文書管理規程

制定 平成18. 4.11 

改正  2022.11. 1 

（目的） 

第１条 この規程は、文書の管理、作成様式および記載要件等の原則について基本的事項を定め、内部

統制の視点に立った文書の有効な活用・保存を通じ、適切な業務の遂行を図るとともに、情報公開

等に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程で文書とは、職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記

録をいう。以下同じ）をいう。 

（適用範囲） 

第３条 協会内の文書の管理、作成様式および記載要件等の原則については、この規程による。 

（統括文書管理者・文書管理者） 

第４条   総務局オフィスマネジメントセンターに統括文書管理者を置く。統括文書管理者は協会の文書

管理業務全般の指導・監督を行う。 

２ 各部局に文書管理者を置く。文書管理者は各部局の文書管理業務全般の指導・監督を行い、内部

統制の視点に立った文書の適正・適切な管理を通して効率的かつ透明性の高い業務運営や情報開示

への対応を図る。 

（文書の把握・管理） 

第５条 各部局は、保有する文書を把握し、適正な管理を行わなければならない。 

（文書一覧表） 

第６条 内部統制の視点から必要とされる文書については文書一覧表により管理する。 

２ 文書一覧表には次の文書を掲載する。 

  一 会長による決定文書 

  二 会長の職務執行を補佐する理事会の議事録および資料 

  三 会長、副会長および理事で構成する会議体の資料 

  四 担当役員による決定文書 

  五 外部有識者会議・外部諮問委員会・番組審議委員会等の議事録、資料、答申、提言等 

  六 規程集職務権限事項編に記載の決定権限のある職務基準を有する部署が作成する、内部統制の

視点から見て重要な文書および付随する不可欠な資料 

  七 協会事業の重要な報告書 

３ 前項第６号、第７号については、当該職務基準を有するまたは当該職務基準に関連する業務を所

管する本部部局長が選定する。該当部局が不明確な場合は、統括文書管理者が所管する部局を指定

する。 

４ 文書一覧表の記載項目は次のとおりとする。 

  一  所管部局（本部部局は部局名、その他は「拠点放送局」、「放送局」、「支局」、「海外総局・ 

海外支局」と記載）、作成部署および作成者 

  二 該当する職務基準名 

  三 文書名 

  四 保存年限 

  五 保存場所等 



 ５ 各部局は文書一覧表に基づき、文書を作成・管理しなければならない。 

 ６ 本部部局の文書管理者は統括文書管理者の指示により毎年文書一覧表への掲載項目を見直し、結

果を統括文書管理者に報告する。 

 ７ 総務局オフィスマネジメントセンターは毎年文書一覧表を改定し、管理する。 

 

（文書の保存年限） 

第７条 文書の保存年限は次の基準による。 

  一 永久 

   ア 会長による決定文書 

   イ 会長の職務執行を補佐する理事会の議事録および資料 

   ウ 会長、副会長および理事で構成する会議体への資料 

  二 10年 

   ア 担当役員による決定文書 

   イ 外部有識者会議・外部諮問委員会・番組審議会等の議事録、資料、答申、提言等 

  三 ５年 

   部局長の決定事項に関するものおよびこれに準ずるもの 

  四 ３年 

   ア 部長の決定事項に関するものおよびこれに準ずるもの 

   イ 他から伝達を受けたもので重要な文書 

  五 １年 

   ア 副部長の決定事項に関するものおよびこれに準じるもの   

   イ 他から伝達を受けたもので保存を要するもの 

  六 その他 

   ア 上記第１号～第５号にかかわらず、法令、例規等により保存年限が定められている文書につ

いては、その保存年限による。 

   イ 帳票類等、あらかじめ保存年限を定める必要がある文書については、各業務主管部署におい

て、例規等により保存年限を決定する。 

   ウ 歴史的資料、文献等として保存する必要のあるものについては、前各号によらず各部局長が

別途決定する。 

 

（情報公開用「文書目録」への掲載） 

第８条 文書一覧表の中から「ＮＨＫ情報公開基準」「ＮＨＫ情報公開規程」に則り、情報公開用の「文 

書目録」を作成する。 

 

（文書の作成様式等） 

第９条 文書の作成様式、ことばの表記、決定文書における記載要件等の原則については、文書処理要

領でこれを定める。 

 

（文書の保存・廃棄方法等） 

第10条 安全性、迅速性、経済性を考慮した文書の発送・収受、セキュリティ確保や省スペースに留意

した保存・廃棄等については、文書処理要領でこれを定める。 


